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第４回産科医療特別給付事業 事業設計検討委員会 

２０２４年７月３日 

 

 

○事務局 

 それでは、定刻となりましたので、開始させていただきたいと思います。 

 本日は、ご多用の中、ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

 会議を始めます前に、事務局よりお願い、確認がございます。本日は、Ｗｅｂ会議シス

テムを併用して検討委員会を開催してございます。審議中、ネットワーク環境によりまし

て音声、映像など不具合が生じる可能性がございますが、必要に応じて都度対処してまい

りますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、資料の確認をお願いいたします。会場にご出席の委員におかれましては、

机上に配付しております。また、Ｗｅｂ会議にてご出席の委員におかれましては、事前に

郵送しておりますので、ご準備のほどよろしくお願い申し上げます。 

 机上でございますが、資料の一番上に第４回事業設計検討委員会の出欠一覧がございま

して、次に議事次第と各資料がございまして、議事次第の下に資料１から資料３がござい

ます。それぞれご確認をお願いいたします。 

 なお、事前にご案内の通り、本日の資料につきましては産科医療補償制度ホームページ

に掲載しております。 

 次に、委員の皆様へ審議に際して一点お願いでございます。会議の記録の都合上、ご発

言される際には挙手をいただきまして、委員長から指名がございましたら、ミュートを解

除の上、始めにお名前を名乗った後に続けてご発言下さいますようお願いいたします。 

 なお、本検討委員会の議事録につきましては、後日、産科医療補償制度ホームページに

公表させていただきます。 

 それでは、ただいまから、第４回産科医療特別給付事業、事業設計検討委員会を開催い

たします。 

 本日の出席状況でございますが、お手元の出欠一覧の通り、皆様ご出席いただいてござ

います。 

 それでは、議事進行をこれより柴田委員長にお願い申し上げます。 
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○柴田委員長 

 皆さん、暑い中、ご出席いただきましてありがとうございます。今日は議事次第、項目

がすごい多いんですけれども、これを四つのパートに分けて進めていきたいと思います。

最初に１．本日の議論の進め方についてと２．審査基準等に関するワーキンググループの

検討結果について、これがまず最初のグループ、それから次のグループは３．事業設計案

についての１から９まで、原因分析の考え方までを二つ目のグループ、三つ目のグループ

は３．事業設計案についての１０から１７までと、それから一番最後に４．今後の議論の

進め方についてということで、こんな形で進めていきたいと思っております。 

 それでは議事に入りたいと思いますが、まず、本日の議論の進め方と審査基準等に関す

るワーキンググループの検討結果について、事務局より、説明をしていただきまして、そ

の後に、ワーキンググループの委員長である岡委員より説明をお願いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

○事務局 

 それでは、まず事務局より、議事次第に沿ってご説明をさせていただきたいと思ってご

ざいます。 

 議事資料の２ページ目をご覧下さい。１．本日の議論の進め方でございます。前回第３

回事業設計検討委員会、関係者ヒアリング後、２０２４年６月２８日に審査基準等に関す

るワーキンググループにおいて報告書が取りまとめられてございます。また、これまでの

事業設計検討委員会での議論、関係者ヒアリングでのご意見、ワーキンググループの検討

結果を踏まえまして、本日、産科医療特別給付事業の事業設計案についてご議論いただき

たいと考えてございます。 

 続きまして、３ページ目をご覧下さい。２）自民党の枠組み、委員会の具体的な検討項

目でございます。こちらは、第１回のフリーディスカッションの際に検討項目について整

理をさせていただいてございますペーパーでございますけれども、全体の議論の進捗状況

について記載してございます。これまでの事業設計検討委員会、ワーキンググループの検

討状況について、表にお示ししている〇がついた項目については検討済みの項目でござい

ます。また、緑色で網がけをしている６．給付申請に要する諸費用の負担の軽減の対応、

７．財源、（６）の周知・広報の検討につきましては今回議論いただく予定でございまして、

この項目も含めまして全体を整理してございます。 

 続きまして、４ページをご覧下さい。２．審査基準等に関するワーキンググループの検
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討でございます。１）産科医療特別給付事業の審査基準等に関する報告書でございます。

ワーキンググループにつきましてはこれまで３回開催され、審査方法、審査手法、給付対

象となる脳性麻痺の基準や申請書類、書類が提出できない事案における審査基準などにつ

いて検討され、６月２８日に産科医療特別給付事業の審査基準等に関する報告書が取りま

とめられ、本日の事業設計検討委員会に検討結果についてご報告をいただく流れとなって

ございます。 

 事務局からのご説明は以上でございます。 

○柴田委員長 

 ありがとうございました。それでは、続きまして岡委員から資料１のご説明をお願いい

たします。 

○岡委員 

 ただいま、事務局からご説明がありました通り、計３回ワーキンググループを開催しま

して６月２８日に報告書を取りまとめたところでございます。お手元に重要なポイント等

をまとめました資料１、審査基準等に関するワーキンググループの検討結果についてをお

配りしておりますので、本日はそれでご説明をさせていただきます。 

 それでは、資料の２ページ目をご覧下さい。まず１．特別給付の対象となる者でござい

ます。特別給付の対象となる者は、在胎週数・出生体重については自民党の枠組みの通り

といたしまして、脳性麻痺の定義、除外基準および重症度の基準については産科医療補償

制度と同じ考え方で審査を行います。 

 なお、給付対象基準の在胎週数・出生体重の基準に該当しない児につきましては、在胎

週数・出生体重を満たさないことから一律に給付の対象外としております。 

 続きまして、資料の３ページをご覧下さい。２．診断時期でございます。特別給付事業

は、自民党の枠組みの２０２２年改定基準に相当する場合に特別給付金を支給する事業、

また、過去に遡及するものではないということに沿いまして、２０２２年改定の審査基準

にて審査を行って、２０２２年改定基準に該当する場合に特別給付の対象といたします。 

 具体的には二つ目の●のところでございますが、脳性麻痺の定義または除外基準につき

ましては、２０２５年以降の給付申請時点の児の最新の状況について、最新の医学的知見

に基づいて審査を行うと結論しております。これは産科医療補償制度が最新の医学的知見

や医学的水準を踏まえて医学的に適正な審査をしているように、医療の進歩に伴いまして、

過去に補償申請をしたお子様との不公平感について認識する必要がございますが、医学的
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に適正な判断をするために、最新の医学的知見や医学的水準を踏まえて審査することが適

正であるとワーキンググループでは考えました。 

 また、自民党の枠組みから給付申請時点で改めて診断する必要があることは適当である

と考えております。 

 次に、重症度の診断時期でございますが、２０２５年以降の給付申請時点で児が５歳以

上の場合には、給付申請時点の状態で判断するのが適正だろうと考えました。また、給付

申請時点で児が５歳未満の方も一部いらっしゃいますが、産科医療補償制度と同様に身体

障害者障害程度等級１級または２級が５歳以降も継続するか否かを判断するという、同じ

基準で判断するということにいたしました。 

 これは産科医療補償制度では速やかに補償することを目的とするという制度の立てつけ

から、可能な限り早期に診断を行う必要があって、１級または２級が５歳以降も継続する

か否かを早期に判断するとしております。本来、脳性麻痺の重症度というのは、医学的に

は５歳以降の状態も含めて判断することが妥当でございます。したがって本事業では最新

の運動状態が確認できますので、給付申請時点の状態について判断することが妥当だと考

えました。 

 また、給付基準に該当する重度の脳性麻痺児は、年齢とともに重症度が改善して１級ま

たは２級に相当しなくなる事案は少ないと考えられますので、最新の運動状態で判断する

ことは妥当であると考えております。 

 続きまして、４ページ目をご覧下さい。３．給付対象者の３つの要件と判定方法および

必要書類です。必要書類につきましては、診断する時期の児の最新の状況、状態で判断を

するために、産科医療補償制度と同様に補償申請済みの児の方も含めて、全ての給付対象

者から産科医療補償制度と同様の資料を提出いただいて判定するのが適切と考えました。

詳細は、そこで表にお示しする通りとなります。 

 続きまして、５ページ目をご覧下さい。５ページ目では、特別給付事業の必要書類がそ

ろえられない場合の判定基準というのをお示ししております。６ページ、次のページに表

と図もつけておりますけれども、併せてご参照いただければと思います。在胎週数・出生

体重については、在胎週数および出生体重を証明する書類が提出されない場合は給付対象

外と考えました。また、脳性麻痺の定義に関してですけれども、児がお亡くなりになって

いる場合については、脳性麻痺の判断に必要な書類等が提出されない場合は給付対象外と

しております。また、お子様が生存している場合には、それが判断できない場合は想定さ
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れないと考えております。 

 次に、除外基準についてでございますが、先ほどの通り、２０２５年申請時点で除外基

準に該当する場合には給付対象外とすると考えます。なお、診療録等が廃院あるいは保存

年限超過による廃棄等によって提出されない場合には、総合的に審査をして、明らかに不

合理でない場合は除外基準に該当しないとすると考えました。また、除外基準に関しては、

お子様がお亡くなりになっている場合に必要書類が提出されないと判断できないような場

合には給付対象外といたします。 

 最後に、重症度についてでございますが、先ほどの通り、２０２５年以降の申請時点で

重症度基準を満たさない場合には給付対象外とするといたしました。また重症度に関して

は、お子様がお亡くなりになっている場合については必要書類が提出されないと給付対象

かどうか判断できない場合や、あるいは診断の時期が尚早で判断できない場合には給付対

象外とするといたしました。 

 続きまして、産科医療補償制度未申請のお子様で生後６か月以降、早期に亡くなった場

合の重度脳性麻痺の判断については、例外的な基準として、その場合の判断を取りまとめ

て資料として作成しました。 

 続きまして、７ページ目をご覧下さい。７ページ目は、本ページの項目につきましては

ワーキンググループでも議論をしておりますけれども、事務局よりご説明もあると伺って

おりますのでポイントのみご説明をします。 

 それで、まず始めに審査・給付金の支払いの仕組みについてでございますが、審査は産

科医療補償制度の審査委員会の仕組みを活用し、審査結果に不服がある場合には産科医療

補償制度の異議審査委員会を活用すると考えました。給付は、産科医療補償制度の仕組み

を活用し、迅速な給付と事務経費の節減に努めるとしております。また、必要書類がそろ

っていない場合および監護の実態把握等を行う場合には、必要に応じて支援や訪問調査等

を行うということにいたしております。 

 続きまして６．給付申請依頼先についてです。給付申請依頼先につきましては、分娩機

関を給付申請手続の窓口といたします。なお、廃院している場合や補償申請済みのお子様

の場合には運営組織に給付申請ができるといたしました。 

 ７．給付認定手続の体制です。第３回の関係者ヒアリングにおきましても早期に給付を

することが望まれておりましたが、事業開始の年の給付申請件数を仮に８００件といたし

ました場合、産科医療補償制度の年間の４００件の審査の２倍ということで、つまり３倍
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の審査をする体制が必要となります。また、小児科医、産科医、リハビリ医等の専門人材

も産科医療補償制度を含めて確保は容易でない現状がございます。 

 続きまして、８ページをご覧下さい。特別給付事業における原因分析です。特別給付事

業の対象となるような早産児の脳性麻痺発症の原因につきましては、現在の医学水準をも

って分析をしても未解明の事項が多く、個々の事例での原因分析を行っても脳性麻痺発症

の原因を解明することは難しい現状です。 

 二つ目の●ですが、仮に特別給付事業において原因分析を行う場合、産科医療補償制度

とは異なり出生から時間が経過していることや、原因分析に必要な医学的な資料の質と量

が低下するために十分な原因分析を行うことが困難であると考えました。 

 また、特別給付事業の原因分析を実施するためのリソースを短期的に準備することも困

難でありまして、仮にリソースを整えられたとしても、その作業量や費用に対して産科医

療の質の向上につながるような成果や、ご家族のご要望に十分応えられるような原因分析

をフィードバックすることが難しいと考えられます。また、２０２５年以降の産科医療に

対する再発防止策の提言をするといたしましても、給付対象者には２００９年からの出生

のお子様が含まれておりますので最新の医療との乖離がございます。再発防止および質の

向上への効果は限定的になるかと思います。 

 以上により、給付対象者の個別の原因分析は行わない、一方で、給付対象者のデータを

集合的に分析いたしまして、脳性麻痺発症につながる妊娠分娩経過において生じるリスク

因子等を取りまとめた産科医療の質の向上に資する報告書を公表することといたしました。 

 説明は以上となります。 

○柴田委員長 

 ありがとうございました。岡委員、五十嵐委員、木村委員、楠田委員は、本委員会に加

えてワーキンググループでもご審議いただいた方ですけれども、その他のワーキンググル

ープの皆さんにも大変限られた時間の中で報告をまとめていただきまして本当にありがと

うございました。この検討結果につきましては今、説明ございましたけれども、その内容

については事務局で今日の議論の主要テーマである事業設計案に反映していただいていま

すので、その議論の際に皆さんにご意見をいただく仕切りとしたいと思っています。ただ、

そのためにも今、どうしてもこの場で質問、聞きたいことがあるということがございまし

たら、どうかご発言をいただければと思います。取りあえず、私の一応の仕切りの形で進

めたいと思います。 
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 それでは、次の議事に入りたいと思いますが、３．事業設計案についての１）から９）

まで事務局から説明をお願いします。 

○事務局 

 それでは、事務局よりご説明をさせていただきます。議事資料の５ページをご覧下さい。

３．事業設計案についてでございます。 

 これまで１回から２回の事業設計検討委員会、第３回の関係者ヒアリング、先ほどの岡

委員長にご説明いただきましたワーキンググループの検討結果を踏まえた事業設計案につ

きまして、１）から１７）の各項目を事務局にて整理をしてございます。まず、１）から

９）についてご説明をいたします。 

 始めに、特別給付事業の基本的な考え方（目的）でございます。第２回事業設計検討委

員会におきまして、目的につきましては、原因分析や再発防止をしなくても給付金を支払

うことが紛争の防止につながると意識されたくないため、紛争防止を目的から削除するこ

とでいいのではないか。１,２００万円が給付されるということで、一定の紛争防止がある

ことは否定できないのではないか。産科医療補償制度では紛争防止、早期解決の観点で死

亡した児にも補償金が支払われており、紛争防止を目的から削除する場合、亡くなった児

に給付をすると、支払う理由をどうするかが課題となる。自民党の枠組みで原因分析はし

ないという前提になっている中で、原因分析をするか否かが目的の論点の一つではないか

といった意見がございました。 

 これらの意見を踏まえ、特別給付の目的に紛争防止を入れるか、死亡した児に支払う理

由などにつきましては、原因分析や事業設計の整理がついた段階で委員会で整理するとさ

れてございますので、本日ご意見をお願いしたいと思ってございます。 

 １）特別給付事業の基本的な考え方（目的）でございますが、こちら、第２回の事業設

計検討委員会で記載をしている内容をそのまま記載してございますけれども、産科医療特

別給付事業は産科医療補償制度が出生年ごとの審査基準に基づき適正な審査をしている中

で、令和４年１月に廃止された個別審査で補償対象外となった児らについて、令和４年１

月の改定基準に相当する給付対象の範囲を満たす場合に、脳性麻痺児とその家族の経済的

負担を軽減するとともに紛争の防止を図り、産科医療補償制度の信頼を保ち安定的な制度

運営を行うため特別給付金を特例的に給付することを目的とするとなってございます。 

 続きまして、２）給付水準の考え方でございます。給付金の性格は、看護、介護に係る

費用の経済的負担の軽減と紛争の防止を図る性質を持つものとしてはどうか。また、児が
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早期に死亡した場合でも紛争の防止を図り、産科医療補償制度の信頼を保ち安定的な制度

運営を行うため、死亡した児にも同様に給付金を支払うこととしており、１）の目的と関

連する項目となりますので併せてご意見をいただきたいと思ってございます。 

 続きまして、３）から８）についてでございますけれども、こちらにつきましては事業

設計検討委員会、ワーキンググループにおきまして検討済みの項目となってございますけ

れども、これまでの事業設計検討委員会や関係者ヒアリングでのご意見を踏まえまして補

足や追記をしてございますので、改めてご説明をさせていただきます。 

 それでは、３）給付額の考え方でございます。給付額につきましては、個別審査で対象

外となった児を持つ保護者から救済を求める声が上がった状況の早期解決を図るため、給

付額を含めて取りまとめた自民党の枠組みに沿って１,２００万円非課税とするとしてご

ざいます。なお、税法上の取扱いにつきましては、産科医療補償制度と同様の取扱いにな

る予定でございます。 

 続きまして、６ページをご覧下さい。４）特別給付の対象となる者の全体像および、７

ページ目が診断時期でございます。こちらにつきましては、先ほど審査基準等のワーキン

ググループの取りまとめにおきまして岡委員長よりご説明がございました。６ページには

給付対象基準、除外基準、重症度の基準の３つの要件を満たす場合に特別給付の対象とな

ります、３つの要件の全体像についてです。 

 続いて、７ページに診断時期の考え方について記載をしてございます。 

 続きまして、８ページをご覧下さい。５）支払方式の考え方でございます。支払方式に

つきましては、自民党の枠組みに沿って一時金、一括払いで給付するとしてございます。

また、給付金の支払いにつきましては前回の関係者ヒアリングの際、世帯主ではなく現に

監護している者への支払いや確認方法についてご意見がございました。産科医療補償制度

の補償金の請求権につきましては、世帯主ではなく児を現に監護をしている父または母に

支払われる規定になってございますので、特別給付事業においても同様の対応としたいと

考えてございます。 

 また、現に監護していることの確認につきましては、産科医療補償制度において補償金

請求書類で確認をしているため、特別給付事業においても同様、給付金申請に係る書類で

確認をすることとしたいと考えてございます。 

 続いて、６）申請期間の考え方でございます。申請期間につきましては、産科医療補償

制度の申請期限は満５歳の誕生日までとなってございますので、特別給付事業の申請期間
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についても同様に２０２５年から開始されますので２０２９年末日までとしてございます。 

 続きまして、７）特別給付金と損害賠償金等の調整の考え方でございます。調整の考え

方については、自民党の枠組みから、産科医療補償制度の調整の仕組みを活用し、現に産

科医療補償制度の補償金を受領していないこと、または医療機関から賠償金などを１,２

００万円以上受給していないこととするとしてございます。 

 またこちら、ワーキンググループでの議論を踏まえまして賠償金などは損害賠償金の他、

解決金、和解金などの名称を問わず、一切の金銭を含むと追記をしてございます。また、

賠償金の確認につきましては、分娩機関と給付申請者で損害賠償が行われている場合、守

秘条項を結んでいることが想定されることから、両者から同意を得ることで確認をするこ

ととし、実務的には分娩機関が賠償額に関し、運営組織に開示することを給付申請者が同

意する仕組みとしてございます。 

 続きまして、８）補償対象の範囲を改定したときに同様の問題が生じることに関する考

え方でございます。こちらにつきましては第２回の事業設計検討委員会におきまして、産

科医療補償制度の見直しの検討会で議論することで整理されてございますので、こちらに

記載をしてございます。 

 続きまして、議事次第の９ページをご覧下さい。始めに、原因分析に関する意見でござ

います。原因分析につきましては、第２回の事業設計検討委員会におきまして様々な意見

がございまして、「医学的な知見から考え方や代替の形も含めて、どこまでできるのか、で

きないのかを整理してもらいたい」と取りまとめられ、ワーキンググループで検討がされ

ました。 

 ９）原因分析の考え方、ワーキンググループの整理でございます。こちら、一つ目でご

ざいますけれども、分娩時の低酸素状況がなく、脳室周囲白質軟化症等となった早産児の

脳性麻痺の原因については現在の医学水準をもって分析しても未解明の事項が多く、極め

て困難な研究課題の一つであるといったワーキンググループの取りまとめの内容を記載し

てございます。 

 また、二つ目のところでございます。先ほどのご説明もございましたけれども、資料や

データなどの質や量が低下するため、原因分析を十分に行うことが困難であるといった内

容でございます。 

 三つ目の◎でございますが、実施するためのリソースの確保といった観点での課題につ

いて記載をしてございます。 
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 四つ目の◎でございますが、現在の医療との乖離がございますので、産科医療の質の向

上への効果というものも限定的になるといった記載をしてございます。 

 最後の◎でございますけれども、給付対象者の個別の原因分析は行わない一方、給付対

象者のデータにつきまして集合的な分析をし、脳性麻痺発症につながる妊娠分娩経過にお

いて生じるリスク因子などを取りまとめた産科医療の質の向上に資する報告書を公表する

こととしてございます。原因分析につきましても、１）の目的と関連をしてございますの

で本日改めてご意見をお願いしたいと思ってございます。 

 事務局からのご説明は以上となります。 

○柴田委員長 

 ありがとうございました。特別給付事業の目的に紛争防止というものを書き込むかどう

かということと、それから、この点については原因分析についてどう整理するかというこ

とを見ながら、また議論しましょうということで第２回のときに整理したと思います。そ

ういうことで、まず、ここのところから今日は議論をしていきたいと思います。ワーキン

ググループでは、原因分析については個別の原因分析は行わないと、ただし、給付対象者

のデータを集合的に分析してということで整理をしていただいていますけれども、この整

理、あるいは、これを踏まえた上で、特別給付事業の目的に紛争防止というのを書き込む

かどうかということで、まずご議論をいただきたいと思います。どなたからでも結構です

から、ご発言をお願いいたします。 

○石渡委員 

 石渡でございます。岡委員、報告書、色々検討分析の上、まとめていただきまして誠に

ありがとうございます。私は初め、原因分析委員会に所属しておりました。その後は再発

防止に今、委員をやっておりますけれども、十分な資料のもとに分析が行われませんとミ

スリードを導く、そういうような可能性も出てきますので、私は今回のこの資料の取りま

とめに賛成でございます。 

 件数が増えることによって原因分析委員会の委員の負担というのはますます大きくなっ

てきますし、それから現在、行われている、こういう補償制度の原因分析にも影響を及ぼ

してくる可能性もまた出てくると思います。だからといいまして、まとめられた医療資料

を、これを集合的に分析してリスクの因子を取りまとめる等々のこういうような方向性と

いうのは非常に重要だと思いますので、私は今日、ワーキンググループでのお話があった

ことに関しては賛成でございます。 
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 以上です。 

○柴田委員長 

 ありがとうございました。木村委員、どうぞお願いいたします。 

○木村委員 

 どうもありがとうございます。５ページのところの目的のところで、特に紛争防止に関

して目的から削除すべきという意見と、一定の効果があるという意見があると、ここで記

載されてございました。この目的の文章を読みますと、２０２２年、この二つ目のパラグ

ラフになります。２０２２年４月、改定基準に相当する給付対象範囲を満たす場合に、こ

の後、脳性麻痺云々かんぬんということがあり、また、その後「産科医療補償制度の信頼

を保ち」という文言がございます。 

 しかし考えてみますと、別に産科医療補償制度が信頼を揺らいでいるわけではなく、妥

当な改定を行ったものだと考えますと、そうしますと、ここの「脳性麻痺児とその家族」

のところから「安定的な制度運営を行うため」というところまでを全部抜いても、すなわ

ち、「改定基準に相当する給付対象範囲を満たす場合に、特別給付金を特例的に給付するこ

とを目的とする」だけで十分意味が通るのではないかと思う次第でございます。 

 それで、その後で給付水準は色々な理由があってこの水準にした、給付額の考え方が色々

理由があってこの水準だ、ここはいいと思うんですけど、最初の目的に特に「産科医療補

償制度の信頼を保ち」という文言が入ってしまいますと、あたかも改定をしたときに、こ

の制度が揺らいだということを自ら言っているような気がして、非常に何かおかしい文章

だなという気がいたしました。 

 ということで一つ提案ですけれども、この真ん中のパラグラフを抜いても、素直に基準

を変えて、前の基準に当たらなかった人たちに特別給付金を出すんだということを目的と

する、でいいんじゃないかという気がいたしました。 

 私の意見、以上であります。ありがとうございました。 

○柴田委員長 

 ありがとうございました。その他、ご意見ある方。 

○勝村委員 

 ありがとうございます。まず、ワーキンググループの岡委員はじめ委員の皆様、大変な

論点の多い作業、ご苦労さまでした。資料１だったら８ページですか、報告書１５ページ

の原因分析のところ、特に資料１の８ページですね。●が五つありますが、その上の四つ、
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色々イメージしてみるとなかなか大変なのかなということを思いますので、原因分析につ

いては了解したいと思いますが、ただ、最後の五つ目に書いてある疫学的というか、「デー

タを集合的に分析し」という点ですね。ここはできるだけ、この内容をより質を高めて、

先生方の知見も集めていただいて、このデータを基に本当に貴重な、一件一件が貴重な事

例だと、未来に向けてですね。だと思いますので、この五つ目の●をできるだけ、より質

を高めていただく努力をぜひ精いっぱいしていただくということで、一つ目から四つ目の

原因分析がなくなっても五つ目をしっかりやっていただきたいという思いでおりますとい

うのが一つです。 

 それから目的のところの記述の意味ですが、これは、前回も今回の事業設計案と直接関

係ないんですけれども、産科医療補償制度の全体にこれまで関わらせてもらってきた立場

からして、産科医療補償制度というのは本当に世界的にも僕は優れた制度だと思っている

わけですが、それはなぜかというと、全ての事例を原因分析して、それを再発防止に生か

せないかという努力をしているということで、これを僕はだからすごいと思っているわけ

で。それまでは、医師賠償責任保険もあれば医師紛争処理委員会とかもあればということ

でしたけれども、そのときの紛争の防止というのは、とにかく表面上、紛争がなくなれば

いいんだということに重きが置かれていたと僕は思っていて、全て原因分析をして再発防

止につなげていき、社会や医療の質がよりよくなっていくということに全力を傾ける気持

ちが、僕は司法も行政も足らなかったんじゃないかと思っていました。 

 それがこの産科医療補償制度ができることになってようやく、ある意味、医療側の思い

はそれでも紛争の防止だったかもしれないですけれども、患者側からしたら、紛争の防止

というのは、本当の意味では解決していなくても被害の救済、補償さえしてもらえたらと

か、補償はするから我慢して、それ以上は言わないで、もう何も言わないでくれという秘

密条項があったりとか、そういうのは、本当の意味の紛争の防止ではないと僕はずっと思

ってきていましたので。 

 そういう意味で、この産科医療補償制度は原因分析を全員分して後につなげているとい

うことで、初めて本当の意味の紛争の防止という言葉がこの日本で使われるということに

なって僕はすごく意義を感じていたので。だからこの言葉は安易に、僕は産科医療補償制

度の本体と同じように使って欲しくないという思いでお願いをした次第でした。 

 先ほど事務方からは、そうすると既に亡くなってしまった子供の場合、もう経済負担が

ないので何のためにあるか、分からないということだったんですけど、それだと産科医療
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補償制度の信頼を保つためのほうで、そういう支払うという名目が立つんじゃないかとも

思っていたんですけれども、僕は今、木村委員のご発言を聞いて僕はそちらのほうがいい

なと思いましたので、僕は今、木村委員がおっしゃるようなシンプルな形というのが一番

いいかなと。 

 この辺りの言葉には、この間の産科医療補償制度ができるまでの非常に色々な当事者た

ちの複雑な思いがありますので、安易にこういう言葉を並べてやっていた昔とは今は違っ

ていて、ある意味、本当の意味の紛争の防止って何なんだというところの一つのいい例だ

と思いますので、僕は今、表現に関しては木村委員のご発言がよいかと今、お聞きして思

ったと、そういう次第です。 

 以上です。 

○柴田委員長 

 ありがとうございました。その他、ご発言ある方どうぞ。 

○宮澤委員 

 宮澤です。よろしいですか。木村委員の言われた目的の部分というのは非常に全体を見

渡す重要な部分だと思いますし、私は少なくとも産科医療補償制度の信頼を保つというと

ころが、なぜここに出てくるのか非常に不思議、不思議というのは産科医療補償制度の信

頼を保つというのであれば、産科医療補償制度が認められた範囲はきちんとやる、そうで

ない範囲はやらないというのが本来の信頼の根源になるはずですけど、そうでない部分を

やっていこうということに関して、産科医療補償制度の信頼を保つことに役立つんだとい

うのはどうも論理矛盾のような気がいたしております。その意味では、木村委員がおっし

ゃられたようなシンプルな形というのがいいのではないかと思います。 

 以上です。 

○柴田委員長 

 ありがとうございました。その他、どうですか。松本オブザーバー。 

○松本オブザーバー 

 厚生労働省の松本でございますけれども、医療安全推進・医務指導室長です。この目的

のところの記載ということで、あらゆるご議論をいただいておりますけれども、この制度

自体、産科医療補償制度本体、それから特別給付自体も厳密には国の制度ではなくて、民

間の制度ではありますけれども、社会保障審議会の医療保険部会や医療部会などのプロセ

スも通しつつ、枠組みを関係者にご了解をいただいて進めていただいているものと承知を
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しております。 

 目的のところですけれども、この制度自体は５年間ということでありますけれども、産

科医療補償制度自体は続いていく制度になるかと思います。その際に将来的に、例えばこ

の制度の内容などを振り返ったり、類似の色々な指摘をいただいたりするときに、何のた

めにこの制度を特別給付事業をやったのかということが長期的に振り返れるような状態と

いうのは、非常に望ましいものだと考えておりまして、そういう意味では確かに中身に関

してどうなのかということ、あるのかもしれませんけれども、できれば目的のところに中

身的なものを少し書き込んでいただくほうが長期的な意味では制度として望ましいのかと

いう印象を持っております。 

 私からは以上です。 

○柴田委員長 

 その他、どうですか。どうぞ。 

○石渡委員 

 石渡ですけれども、私も基本的に木村委員あるいは宮澤委員、それから勝村委員の言っ

ていることに私は賛成でございます。この制度ができたときは、まさに紛争防止であると

か、それから早期の補償であるとか、そういうことにある程度の重きがありましたけれど

も、この十何年歴史を振り返ってみますと、今一番の目的は原因分析、再発防止、医療の

質の向上ということで、これについてはかなりこの制度が貢献していると思うんですね。

それから世界的な評価というのも高く行われておりますし、そういう意味で今さらという

のは言い方が悪いかもしれませんけど、紛争防止とか、あるいは早期解決とか、そういう

ことの文言は私は今は必要ないのではないかと、そういうふうに考えます。 

○柴田委員長 

 ありがとうございました。小林委員、いかがですか。 

○小林委員 

 そのようなシンプルな表現でもいいですし、私、原因分析の考え方のところワーキング

グループの整理、せっかくまとめていただいたんですがいくつか疑問がありまして。 

 一つはこれが最終的に当委員会の報告書にもし書かれるということであれば、９ページ

の最初の◎の「分娩時の低酸素状況がなく、脳室周囲白質軟化症等となった」というとこ

ろが、日本語としてまだ分からないわけですよね。これは実際に申請の資料が上がってく

るまでは、その多数が脳室周囲白質軟化症かどうかは分からないので、低酸素状況がなか
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った場合の２８週から３１週または３２週の児の原因というのは、申請、この給付事業が

始まって恐らく徐々に数量的には分かってくるので、ここまで書き込む必要はないような

気がいたします。予断を持って判断しているようなところが疑問に感じました。 

 それからもう１点は同じところ、最後の◎ですが、結論として原因分析を行わないと、

資料が十分そろってない中で原因分析を強引に行うと逆に分娩機関に不公正な結果になる

可能性もあるので、あと、それから財源も確保されてない中でするのは難しいのは分かる

んですが、原因分析を行わないと宣言した後で集合的にと限定する必要もないような気が

いたします。個々の申請資料、上がってくるわけですから、まずはそれを個々で見て集合

的に分析するなり、あるいはその後のことを検討すればいいのであって、少なくともこの

「以上により」の後に、本給付事業では行わないということにしておけばいいような気が

いたします。資料が集まってきた段階で再度、考えてもいいような気はいたします。それ

から目的はそういう、本事業設計検討委員会の報告書の作り次第で表現は改めて考えてい

いかと思います。 

 以上です。 

○柴田委員長 

 ありがとうございました。その他、どうですか。五十嵐委員。 

○五十嵐委員 

 五十嵐です。なかなか大変難しい問題だなと思いながらお伺いしておりましたけれども、

目的のことについて意見を申し上げます。産科医療補償制度本体というのは先生方もご承

知の通り、補償と原因分析と再発防止が一体となっていると、三位一体となっている点に

意義があることは異論がないと思いますので、今回、個々のケースについては原因分析を

しないという前提になりますと、重要な一つを欠くことになるんだろうと思います。 

 紛争の防止ですとか早期解決というのは、経済的補償と原因分析が両輪となって前提に

存在することで実現されるもので、お子様の脳性麻痺の原因が医療機関側と患者、家族側

で原因分析によって共通の認識を持つことができることが解決に向けて大変重要なプロセ

スですので、今回、原因分析を行わない以上、ここに紛争の防止の目的というのが、仮に

入るとしても産科医療補償制度本体とは異なる意味になるかと思うので、ここを削ること

についてはいいのではないかなと思います。 

 先ほどの、もう全て削除してしまうご意見については、それも一理あるなと思いながら

お伺いしておりましたけれど、さはさりながら全くここに目的が書かれないということに
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なると、逆に制度を遡及させて適用してしまうようなニュアンスにもとられないかという

危惧も少し感じまして、自民党の枠組み以来、産科医療補償制度の信頼を保ち、安定的な

制度運営を行うことについてはずっと記載をされています。私も正直、最初に読んだとき、

これは何を言っているんだろうというのはよく分からなかったんですけれども、今回の特

別給付事業の経過を考えますと、今の基準であれば給付されるお子様たちが不公平感を解

消するということが産科医療補償制度の信頼ですとか、安定的な運営ということに資する

ことはあるのかと思いますので、この５ページの１）目的のところの後半の部分の文章、

「産科医療補償制度の信頼を保ち」以降については入っていってもよいのかと考えた次第

です。 

 以上です。 

○柴田委員長 

 河本委員、どうぞお願いします。 

○河本委員 

 ありがとうございます。今回の事業設計案は自民党の枠組みに沿ったものでございます

ので基本的に異論はなく、この目的のところも私はこの原案で異論はございません。紛争

の防止というのも、このペーパーにもございますけれども、亡くなったお子様に給付金を、

今回の特別給付事業は支払うということでございますので、この「紛争の防止を図り」と

いうところは入っていて良いと考える次第でございます。 

 私からは以上でございます。 

○柴田委員長 

 ありがとうございました。その他、どうですか。島崎委員、いいですか。 

○島崎委員 

 進め方に関してですが、原因分析のところについて、私自身は医学的な観点から見たと

きに限界があるということで納得しますけれども、この点については、やむを得ないとい

ったご意見もありますし、ニュアンスはともかくとして、この間のヒアリングでは原因分

析についてかなり強い要請があったことは間違いないと思います。したがってまず、この

委員会として、その点について、つまりワーキンググループの報告書について了解するの

かどうなのかということについて、きちんと確認したほうがよろしいのではないかと思い

ます。 

 もちろん、先ほど小林委員からご発言があったことも含め、まず、報告書の原因分析の
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ところを固めないことには目的についての議論が錯綜するので、その確認をしたほうがよ

ろしいと思います。その上で目的のところについては、その次に意見を申し上げたいと思

います。 

○柴田委員長 

 分かりました。確かに、まずこの先ほどの小林委員の報告書についての考え方で多少違

うところがあるかとも受け止めましたので、まず、そこのところから整理をしていきたい

と思いますが、小林委員からお話がありましたけれども、岡委員、今の小林委員の意見に

ついてどうでしょうか。 

○岡委員 

 ありがとうございます。小林委員のご指摘はもっともな部分がございまして、まず、最

初のポツの脳室周囲白質軟化症を挙げているのは、これは私自身も審査委員会に属してお

りまして低酸素状況が確認できないという方で、病像としては脳室周囲白質軟化症という

病態のお子様が経験的に多かったようなところがあって、これは、例えばということで出

しております。そういう記載がないので、あたかも確かに小林委員がおっしゃったように、

今回対象となっているのは脳室周囲白質軟化症の人なんでしょうというような誤解を招き

かねない表現だったかということで、その点は不適切だったかと思います。 

 ここで言いたかったことは、恐らく多数例を占めるであろう脳室周囲白質軟化症という、

これは画像診断からもたらされる診断名で、早産のお子様たちに非常に多かったわけです

けれども、このお子様たちについてはということで例として書かせていただいたというこ

とになります。 

 それから、あと最後の◎について、「データを集合的に分析し」というところの書き方が

かなり曖昧になっているのは正直なところだと思います。といいますのは、一体どういう

データが集められるのかというところが、このワーキングの中でも見えていなかったもの

ですから、少し曖昧な書き方で幅を持たせてということです。ただ、原因分析委員会に一

件一件原因分析をお願いするのではない形で全体として検討してはどうかと。そのときに

は、どういったような資料が上がってきているのかというようなことも併せて見てという

ことになります。 

 ワーキンググループの検討の間にちょうど前回のヒアリングがございましたので、そこ

に私も含めて出席した委員等からは保護者のお気持ちというのも十分お伝えして検討させ

ていただいた中で、現実的にできるところとすると、その辺りかということで取りまとめ
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させていただいたということになります。 

 以上です。 

○柴田委員長 

 ありがとうございました。小林委員、どうでしょうか。今のお話ですが。 

○小林委員 

 どうもありがとうございました。以上のような解釈で私もよろしいと思います。 

○勝村委員 

 よろしいでしょうか。勝村です。ありがとうございます。前回のヒアリングの話を皆さ

ん、おっしゃっていただいていて、患者側の立場からすれば紛争の防止というためにも原

因分析は欠かせないと僕も思うんです。それは、一般の社会の中では紛争の防止といえば

原因分析とか再発防止がなくったって紛争は防止できるだろうと思われてきたし、今も思

われていることも重々承知ですけれども、僕はこの産科医療補償制度がその常識を変えて

いくだろうと思いますし、今回のヒアリングの当事者の方々の声を聞いても改めてそこは

感じるところなので、そういう人たちのための、そういう国民のための制度であることを

考えると、そういう言葉の使い方というのは非常に、ここの委員会が新たな言葉の意味づ

けをしていくぐらいの思いが、一つ一つの事例が重いだけに、そういう気持ちを持ってや

っていくことが大事なのかと思っているところです。 

 それで今、僕、先ほどの発言で原因分析の五つ目の最後の◎のところですけど、今、岡

委員、おっしゃっていただいたように現状の本体と同じような形で原因分析、再発防止と

していくことはできないけれども、という趣旨で僕もとっていたんですけど、小林委員の

話を聞いて改めて思ったのは、ここを丁寧にやって欲しいということは先ほど発言させて

もらいましたけれども、現状、審査をするに当たって相当のデータが集まるわけですから、

それを基にそれをいかにしっかりと分析していけるかということを、また改めてデータが

集まってから考えてみるとしておいたらいいのではないかという趣旨で小林委員がおっし

ゃったのかと思ったんですけど、それが確かに僕もいいなと思いまして。 

 つまり今の現状の原因分析のルートにはなかなか乗せることは物理的に難しいけれども、

集まったデータを基にできるだけ原因分析、再発防止に使えないかということを今後検討

していくことを決めておくことができたら一番良いのかと思いました。 

 以上です。 

○柴田委員長 
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 ありがとうございました。岡委員、今のお話、どうでしょうか。 

○岡委員 

 ありがとうございます。おっしゃる通りで、本当にかなり２００９年とか、そういった

ようなところのデータも集まってくるということで、色々なデータが集まってくると思い

ますので、それを見て、その時点で判断すると。ただ、その場合には個々の原因分析委員

会で検討するというよりは、例えばちょっとしたプロジェクトチーム的な形で集合的に検

討するような、そういったような形が現実的なのかと思いますので、確かに非常に現実的

なご提案をいただいたのかと感じました。 

 以上です。 

○柴田委員長 

 ありがとうございました。この報告書自体の扱いについては、報告書はもうまとめ終わ

っているところでありますけれども、これを踏まえて、この委員会で今、お話のあったよ

うな議論が出たということでございますので、この最後の今のワーキンググループの結果

の一番最後の部分、ここのところをどう直すかというところについて、まだ私もすぐ思い

つかないところでありますけれども、これ、事務局ともよく相談しながら今のご議論がで

きるだけ反映できるようにして、それを我々のこの委員会の報告書に書き込んでいくとし

たいと思います。 

 それから今の資料１の最後の８ページのところの一番上の●でございます。脳室周囲白

質軟化症のところのくだりですけれども、ここも多数例を占めるとか、そういう、先ほど

お話がございましたので、そういう趣旨で、これが全てじゃないけれども、例を挙げると

というような形で少し修文をして、それを本体の報告書に反映するとしたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

○岡委員 

 私は、それが適切かと思いました。 

○柴田委員長 

 その他、今のところの取りあえず整理はそれでよろしいですか。 

 そうしたら次に今度、また、この特別給付事業の目的をどうするかというところに話は

移りますけれども、島崎委員、何か。 

○島崎委員 

 そうすると、この目的のところですが、１つは目的として何かを書き込むという意見と
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それからもう1つは、目的については、あえて煩わしい議論になるのを省略すべきではない

かという、大別すると２つになると思います。仮に前者の目的の規定としての何か書き込

むとしたときに、先ほど原因分析については、個別の分析は難しいけれども全体としてと

いったように、若干ニュアンスが多少変わるような形になったと思うのですけれども、そ

の場合、勝村委員は、それでも目的のところについては紛争の防止と書くのはまずいとい

うご意見なのでしょうか。そこを確認させていただきたいのですけれども。 

○柴田委員長 

 勝村委員、今、島崎委員からご質問ありましたけれども、どうぞ。 

○勝村委員 

 ありがとうございます。こだわりというか、当事者の方々の前回のヒアリングでもそう

でしたけれども、本当の意味で、例えばお金は支払うから、もう秘密条項で何も言わない

でくれみたいな形で紛争が解決したとは、僕は通常、ご家族の方は思っていないと思って

います。そうせざるを得ない世の中だったということで、社会に対しての厭世観でさえ起

こるということがあって、ところが何らかのアクシデントが起こったとしても補償もされ

て、かつ、それが原因分析されて再発防止に生かされたということであれば社会にも、世

の中も捨てたもんじゃないなと考えることができると。 

 そのために司法があるので、僕はある意味、裁判するなんてとんでもないというよりも、

裁判をするということは社会に貢献しているということで、司法を使う、三権分立の社会

で司法を使うことさえ、僕は肯定的ではあるんですが、色々現実的な問題もあってという

ことがあるとしても、今回は本当の原因分析に乗せるということではないので、そういう

意味では、僕は紛争がそれで全部解決したんだと思われてしまうことは、家族側からした

らよくないと思うので、できれば使いたくないと思います。 

 以上です。 

○柴田委員長 

 ありがとうございました。島崎委員。 

○島崎委員 

 すみません、島崎です。正直申し上げると、私は勝村委員がおっしゃるような懸念とい

うのは、そこまではないとは思いますが、ただ、確かに勝村委員の他に、そういうふうに

お思いの方がいらっしゃるのであれば、別にそこのところについて、あれこれ言うのが本

意ではありません。 
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 ということを申し上げた上で言えば、産科医療補償制度の信頼を保ちということについ

ては、恐らく色々な議論があるところだろうとは思います。ただ、先ほど松本オブザーバ

ーがおっしゃった、この目的文言をなくしてしまうと、つまり給付金を払うのだというこ

とだけにしたときに、それが何か逆の意味で支障があるかどうかということについて議論

する必要があるのかという気はします。 

 その上でお伺いしたいのですけど、最終的にはこの事業設計案というのは何かペーパー

というか報告書の形でまとめるわけですね。そのときの前書きのところはどうなるのでし

ょうか。実は、先ほどのワーキンググループの報告書を見ると、ここまで書くのかという

気がした部分がある。つまり、初めの部分が非常に長く色々な経緯が書かれているわけで

す。今回の設計案の取りまとめをするときに、同じようなイメージになるのでしょうか。

もし、そうだとすると、こういう経緯の下でできた特別給付事業なので、という趣旨が分

かるわけで、別にそれ以上、目的のところに書く必要はないのではないか。あるいは、こ

うした自民党の取りまとめを受けて特別給付事業を行うものである、ということでもよい

のではないかという気がします。 

 あえて言えば、目的を書くことによって、給付水準の考え方やそれ以外のところに影響

してくるかどうかです。つまり、目的との関係でこういうふうな水準にしたとか、という

ようなことを言う必要が生じるかどうかということの吟味をすればよいのではないかとい

う気がします。雑駁な意見で申し訳ありませんが、私の意見は以上の通りです。 

○柴田委員長 

 ありがとうございました。いずれにしろ、ここの目的のところも色々ご意見いただきま

して、一定の部分を削ったらいいんじゃないかから始まって、色々意見ありましたけれど

も、今日の議論を整理して、私と事務局で相談してどんなふうにしたらいいのかというの

をもう一回整理して、改めてまた皆さんに相談したいと思います。 

 さっき厚生労働省から、何かしら書いたほうがいいんじゃないかとおっしゃっていまし

たけれども、今、もうこの場でも急に言われてもというのはあると思いますので、我々が

目的をこれから色々、ああだ、こうだ考えるときに、またお知恵をお借りできればと思い

ますのでよろしくお願いいたします。 

○豊田委員 

 豊田です。私ももう悩みに悩んで、それぞれの先生方のおっしゃること、ごもっともな

ことだと思いながらお聞きして一生懸命考えていたんですけれども、私も産科医療補償制
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度、２００９年から原因分析に関わらせていただいているんですけれども、そのときから

関わられている先生方というか、委員の皆さんが、今回同じようなことをおっしゃってい

ると思ったんですね、目的のところです。 

 そこのところを原因分析を担当してきた経験で考えてみると、今も現行で行われている

制度とは目的といいますか、趣旨が違うので、紛争の防止を入れなくてもよいというのは

長年関わられた方々は、同じような感覚でおられるんじゃないかと思いました、私もその

１人です。 

 そうかといって目的の内容を、全く入れないのもよろしくないというのもよく分かりま

したので、今、委員長がおっしゃって下さったように、ぜひ、それらの意見を踏まえて、

自民党で決められた趣旨のところが逆に入ったほうがよいのではないかと思い、本当に素

直にシンプルにこういうことが起きて、こういう目的で始めますよというほうがよいので

ないかと私も思いました、ぜひその辺りの意見をしっかり反映してお考えいただけたらと

思います。 

 以上です。 

○柴田委員長 

 ありがとうございました。事務局とよく相談して、また考えたいと思いますので、皆さ

んにお諮りしたいと思います。 

 それでは、１）から９）までと申し上げたところの、今、議論終わったのは目的のとこ

ろと、それから原因究明のところですので、それ以外の３）から８）まで、ここのところ

について、この資料が一応こんなふうにしたらどうだろうかという案になっていますけれ

ども、これについてのご意見をいただきたいと思います。給付額の考え方、それから、そ

の後、ワーキンググループでの検討結果、対象となる者とか支払方式、申請期間の考え方、

特別給付金と損害賠償金との調整の考え方、それから補償対象範囲を改定したときの同様

の問題が生じることに関する考え方。 

 これらについては第２回でも大筋、この場で議論をしたと思いますけれども、さらにこ

うしたほうがいい、あるいは、ここのところは変えたほうがいいというところがあればご

発言をいただきたいと思います。特にご意見ございませんか。もしなければ３）から８）

までについては、事務局でも先ほど説明申し上げましたけれども、これの通り進めていき

たいと思います。 

 私からですが、６）申請期間の考え方ですけれども、２０２５年から２０２９年の末日
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とありますけれども、２０２５年は１月１日からということですよね。初日ということで

すよね。 

○事務局 

 そうです。はい。１月１日ということで理解しております。 

○柴田委員長 

 その他、ご意見ありますか。なければ、もし後で気がついたらまたおっしゃって下さい。

また報告書にも、これに沿って書き込むことになりますので、後で気がついたことがあっ

たら、またおっしゃっていただきたいと思いますが、この場では一応、ここで一応整理し

たということで進めたいと思います。 

 それでは次の議事に進みたいと思いますが、事業設計案の１０）から１７）までという

ことで、１０）というのは運営組織に関する基本的な考え方、それから１７）周知に関す

る基本的な考え方、ここについては運営組織に関する考え方とか、１２）の審査・給付金

の支払いの仕組みとか、あるいは認定手続の体制、１１）ですね。認定手続の体制とか、

それから負担軽減措置の考え方とか、それから給付対象者数の推計、それから１６）給付

金、給付にかかる事務経費に関する基本的な考え方、それから１７）周知に関する基本的

な考え方については、今まで議論まだしていない、今日初めて議論していただく項目でご

ざいますので、どうぞご意見をお願いしたいと思います。 

○事務局 

 それでは、議事次第の１０ページをご覧下さい。１０）から１７）についてご説明をさ

せていただきます。 

 運営組織に関する基本的な考え方でございます。運営組織に関する基本的な考え方につ

きましては、自民党の枠組みにおいて産科医療補償制度の運営組織である評価機構が行う

ことを検討することとされており、産科医療補償制度の運営組織が産科医療特別給付事業

を運営することが望ましいとしてございます。 

 続きまして、１１）給付認定手続の体制でございます。給付認定手続の体制につきまし

ては、◎の一つ目から◎の四つ目までワーキンググループの取りまとめに沿って記載をし

てございまして、◎の一つ目でございますが、早期に給付することが脳性麻痺児とその家

族の経済的な負担につながること、および過去の産科医療補償制度の個別審査で対象外と

なった児とその家族から早期に給付することが望ましいとされていること。 

 二つ目の◎でございますけれども、２０２５年の給付の開始に伴いまして、給付の申請
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の件数のピークには現在の３倍の体制が必要であると、こういったことを記載してござい

ます。 

 三つ目の◎でございますが、医学的な専門人材の確保が難しく、また、これまで産科医

療補償制度に携わる助産師、看護師の人材育成につきましては計画的に取り組んでござい

ますが、人員や財源が確保できたとしても、機能を発揮するには一定の時間を要するとい

ったところでございます。 

 下から二つ目の◎でございますけれども、産科医療補償制度の審査の手続には平均で４

から６か月程度時間をかけ、審査が適正に行われている中で、特別給付事業の審査につい

ても同様に適正かつ迅速な審査が求められているというところでございます。また、特別

給付事業の審査では必要書類を取得できない事案や児が亡くなっている事案など、難易度

が高い審査が想定されていることや、申請件数のピーク時におきましては認定手続に時間

を要することが考えられるわけでございまして、迅速な審査と精度管理が両立することは

難しいところでございます。 

 これらのワーキンググループでの検討結果を踏まえまして、新たに人員の体制を増員し、

特別給付事業に特化した組織を作りたいと考えてございます。また、適切な人員配置によ

りまして業務の効率化を目指すことなどによりまして、現在の２倍程度の件数が対応可能

な給付認定手続の体制を構築する。一方、給付申請のピーク時や難易度が高い審査につき

ましては、一定の期間を要することをあらかじめご案内いたしまして給付申請者の理解を

得られるよう努めるとしてございます。 

 それでは、議事次第の１１ページをご覧下さい。１２）審査・給付金の支払いの仕組み

でございます。審査・給付金の支払いの仕組みにつきましては、ワーキンググループの取

りまとめの通り、また、厚生労働省の見解において、産科医療補償制度の審査および補償

金の仕組みを適宜参考としていただきたいとされていることから、特別給付事業の審査は

産科医療補償制度の審査委員会の仕組みを活用する。また、審査結果に不服がある場合は

産科医療補償制度と同様に再審査請求、不服申立てが行えるよう、異議審査委員会の仕組

みを活用するとしてございます。 

 特別給付事業の給付につきましては、産科医療補償制度の仕組みを活用することで迅速

な給付と事務経費の節減に努めるというところでございます。 

 また、最後の◎でございますが、必要書類がそろっていない場合、および監護の実態の

把握を行う場合は、必要に応じて運営組織において給付申請手続に関する支援や訪問調査
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などを行うとしてございます。 

 続きまして、議事次第の１２ページをご覧下さい。１３）給付申請の依頼先でございま

す。本項目につきましてはワーキンググループの取りまとめの通り、給付対象基準の判断

については分娩機関から申請書類などを必要とするため、分娩機関を給付申請依頼先とし、

給付申請手続の窓口とする。なお、分娩機関が廃院している場合は運営組織に給付を申請

することができる。 

 また、産科医療補償制度に補償申請済みの児につきましては、分娩機関から提出される

書類は既に産科医療補償制度の運営組織が受領済みであるため、運営組織に給付の申請を

することができるとしてございます。 

 続きまして、１４）負担軽減措置の考え方でございます。給付申請に要する諸費用の負

担軽減につきましては、産科医療補償制度と同様に、給付対象外となった児に１万円を診

断書料の補助額としてお支払いすることとしてはどうかと考えております。 

 続きまして、１３ページをご覧下さい。１５）給付対象者の推計でございます。こちら、

第３回のヒアリングの際に、給付対象者の推計につきましては産科医療補償制度の補償対

象者数および脳性麻痺児の実態把握に関する疫学調査に基づきまして、第三者の立場の専

門家として東邦大学の村上義孝教授に推計をいただくとなってございました。結果につき

ましては、給付対象者数の推計は５年間で中点が１,６２７人、推計区間は８４７人から２,

６８０人と推計されてございます。本推計区間の上限に基づきまして事業設計をすること

としてはどうかと考えてございます。 

 資料３に、村上義孝教授よりご提出いただきました特別給付事業給付対象者数の推計の

算出についてを添付してございますので、ご参照いただければと思ってございます。 

 続きまして、議事次第の１４ページをご覧下さい。１６）給付金、給付にかかる事務経

費に関する基本的な考え方でございます。事務経費に関する基本的な考え方、剰余金の管

理・運用、剰余金の使途の観点におきまして産科医療補償制度と対照できるよう、表に示

してございます。つきましては右側、産科医療特別給付事業の列をご覧いただければと思

います。 

 一つ目の〇でございますが、事業を実施される約５年間に同事業の給付金と事業運営の

経費を賄うこととしてはどうかと考えてございます。 

 二つ目の〇ですが、事務経費は収支相償で運営されてございますため、審査など、実際

にかかった費用の事務経費を計上してはどうかというところでございます。 
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 三つ目の〇でございますが、事務経費につきましては毎年予算編成について、厚生労働

省および保険者の皆様に対し説明を行い、特別給付事業の運営委員会などにおいて報告、

公表してはどうかと考えてございます。 

 四つ目の〇でございますが、剰余金の増減の要因の把握、また、事業運営の透明性の確

保の観点から、剰余金と特別給付事業の財源を分けて管理することとしてはどうかと考え

てございます。 

 五つ目の〇でございますが、推計値の上限で設計をいたしますことから、事業運営終了

時点で産科医療補償制度の剰余金に戻し入れることとしてはどうかと考えてございます。

産科医療補償制度と同様、運営組織に返還される剰余分には返還までの期間、運用益相当

額が返還される仕組みとするとしてございます。運用益相当額の算出につきましては、第

三者の有識者で構成される産科医療補償制度の運用利率に関する検討会議を活用し、検討

することとしてはどうかとしてございます。 

 六つ目の〇でございますが、剰余金の使途は給付金の原資、事務経費、負担軽減のため

の補助を使途としてはどうかとして考えてございます。 

 続きまして、議事次第の１５ページをご覧下さい。１７）周知に関する基本的な考え方

でございます。産科医療補償制度の周知は産科医療関係者、医療関係者、行政機関、関係

学会など多方面の支援によりまして取組を行っているところでございますが、産科医療補

償制度の周知の取組を参考に同様の周知をしていきたいと考えてございます。 

 なお、特別給付事業の対象者につきましてはヒアリングなどでもご意見がございました

通り、２０２５年時点におきましては４歳から１６歳の児が想定されてございます。通所

入所施設、特別支援学校、放課後等デイサービスなどとも連携をし、周知に取組みたいと

考えてございます。 

 また、全国の診断医、医療機関、分娩機関などの理解、協力によりまして事業が円滑に

実施されるよう、国や都道府県など地方公共団体などと連携をし、説明会などを開催する

などに取組みたいと思ってございます。 

 産科医療補償制度の個別審査の対象外となった児への周知でございますけれども、個別

審査で対象外となった児の補償申請者の方におかれましては、特別給付事業の申請時点で

は親権がない場合もある可能性がございますが、２０２９年の給付申請期限を過ぎたため

に給付が受けられない事態が生じないよう、個別審査の対象外となった児の補償申請者、

親権者の方へ周知を行うこととしてはどうかと考えてございます。 
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 １０）から１７）のご説明は以上となります。 

○柴田委員長 

 ありがとうございました。先ほど申し上げましたように、今、この項目の中には新たに

議論していただく項目もありますので、どうぞ、どの順番でも結構ですから、もしご意見

があればお願いしたいと思います。小林委員。 

○小林委員 

 小林です。資料の１１ページの申請の枠組み、図ですけれども、産科医療補償制度と同

じように、申請の給付申請は分娩機関を通してということになると思うんですが、産科医

療補償制度の場合は約款と加入規約で分娩機関の責任が明記されていますけれども、本給

付事業ではまだ、要するにそこのところが多分白紙だと思うので、どういう形で分娩機関

の協力を得ていくかというところは事務局の中で議論していますか。詰めていますか。 

○柴田委員長 

 どうですか。 

○事務局 

 給付申請の手続につきましては、先ほど小林委員よりご指摘いただきました通り、産科

医療補償制度につきましては事前に加入規約などで同意をいただいている状況がございま

して、この特別給付事業についても同様のご協力をいただくとすると、実施要綱の中でご

協力をいただく内容について記載をした上で関係学会、関係団体などにご協力を仰ぎたい

と事務局としては考えてございます。 

○柴田委員長 

 ただいま、事務局から説明ありましたけれども、いかがでしょうか。 

○小林委員 

 給付事業の対象がかなり複雑ですので、分娩機関には丁寧に説明しないと、またそこで

何か万が一、対象外とかということになると大きなトラブルになりますので、分娩機関の

協力を十分得るように医会とか学会等の事前に話合いをお願いしたいと思いますけれども、

要望です。今の件は。 

 以上です。よろしくどうぞ。 

○柴田委員長 

 ありがとうございました。 

○石渡委員 
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 よろしいですか。石渡ですけれども、今、小林委員が指摘された通りだと思うんですけ

れども、個別のことで、申請された方についてはもちろん問題ないわけですけども、申請

をしようと思って医療機関に相談したときに、これは対象外、対象にはなりませんという

ことで申請を諦めた方がおられると思うんですよね。そういう方は、今回はそういう申請

しなかった方についても等しく補償することになりましたから、それは非常にありがたい

と思っていますけれども、色々トラブルの火種になる可能性がないとは言えないんで、そ

ういう点、私も産婦人科医会としてもその辺のところはきちんと対応していきたいと思っ

ていますけれども、丁寧な説明というのが医療機関に対して必要ではないかと思っており

ますので、小林委員の指摘された通りだと思います。 

○柴田委員長 

 ありがとうございました。事務局、これからの実施をする上で今のご意見、踏まえて、

よく連携をとっていただければと思いますが、その他、ご意見ございますか。どうぞ。勝

村委員。 

○勝村委員 

 勝村です。どうも。小林委員のお話されたことと近いかもしれないんですけれども、１

１ページの三つ目の◎で、必要に応じて運営組織において、給付申請手続に関する支援や

訪問調査等を行うと書いていただいているところですけれども、産科医療補償制度でも当

初、分娩機関が申請する上での支援とかも必要だと思うんですけど、今、色々混乱もある

んじゃないかとおっしゃっていたことと同じことだと思うんですけど、保護者と分娩機関

の間というところでスムーズにいかない事例に関して、産科医療補償制度の中に専用の電

話番号か何か置いてもらって、だったかな。運営委員会なんかでどれほど電話の問合せが

ありますかって質問したら、結構あって、その電話の問合せがなかなか丁寧にしてもらえ

ていたので結構よかったと思ったことが僕はありますので。 

 つまり保護者が分娩機関とコミュニケーションして会話して、このことをやろうとした

けどなかなかうまくコミュニケーションできないとかいうときに、事務局、運営組織に電

話をしたら、それは分娩機関と直接やって下さいって言って、言い放ってしまうんじゃな

くって、うまく間に入っていただいて、うまくそれをつなげていってもらうような粘り強

い電話の対応みたいなものをしてもらえるような窓口とかを作ってもらうこととかが大事

なのかと思っています。 

 そういう分娩機関からの問合せ、分娩機関への支援というのもあると思いますが、それ
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以前に保護者と分娩機関の間がうまいこといくようにというような、そんな支援を手厚く

準備していただける方向でお願いできたらと思います。 

 以上です。 

○柴田委員長 

 ありがとうございました。 

○事務局 

 今、勝村委員のご意見にありますように、運営組織から今回の給付につきましては書類

の取得について、過去の書類といったケースもございますので、積極的な支援や、場合に

よっては訪問などを通して申請を諦められることがないよう積極的な周知広報、また、給

付申請につなげられるよう、学会や団体、分娩機関、そういった関係窓口の先生方の協力

が必要となりますので、そういった関係先への周知に取り組んでいきたいと思ってござい

ます。 

○柴田委員長 

 あと、項目には、体制をどうするかとか、財源どうするかとかいう議論があると思いま

すが、保険者の皆さんから河本委員、ご意見がありましたらどうぞお願いいたします。 

○河本委員 

 ありがとうございます。事業設計案、概ね異論はないんですけれども３点コメントをさ

せていただきたいと思います。 

 一点目が、１１）の給付認定手続の体制というところですけれども、事務局として体制

を現行の２倍に拡充することを目指すような案が示されておりますけれども、現実的に申

請時から対応可能であるのかといった懸念があると思います。そこは支障が生じないよう

にしっかりご対応いただきたいと思うんですけれども、体制の構築については事務経費の

面でも最も合理的になるように、ピーク時等の対応については理解を得ながら進めていた

だく等、最も合理的になるような体制の構築をお願いしたいと思います。 

 それから二点目が、１５）の給付対象者の推計のところでございますけれども、５年間

で１,６２７人という中点が示されておりまして、下限が８４７人、上限２,６８０人と記

載がございます。大きな違和感はございませんので本推計に基づいて事業設計することで

よいだろうと考えますけれども、この推計は現在の事業設計案を前提にしているというこ

とだと思いますので、エビデンスに基づく適正な審査を実施していただくことによって想

定外に人数が上振れするようなことはないようにお願いしたいと思います。 
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 それから三点目、１６）の事務経費の考え方でございますけれども、事務経費について

も剰余金を充てるということでございますけれども、繰り返しになりますけれども、剰余

金を財源とするということは将来の妊産婦の掛金負担が増すことになるわけですので、こ

の事務経費についても最も経済的かつ合理的になるように、十分にご留意をいただいて進

めていただきたいと考えております。 

 私からは以上です。 

○柴田委員長 

 ありがとうございました。池田委員、どうですか。ご意見あれば、どうぞお願いします。 

○池田委員 

 ありがとうございます。国保中央会の池田でございます。一点ご質問でございますけれ

ども、１４ページの上段に事務経費の考え方という欄がございますが、この事務経費につ

いては毎年予算編成について保険者に対して説明を行いと書いてあります。今回の特別給

付事業につきましても、同様の説明を行うということの案が出ているかと思うんですけれ

ども、これは従来、この産科医療補償制度においては具体的にどのような形で保険者に対

して説明を行っていらっしゃるのか、それをお伺いできればと思います。よろしくお願い

いたします。 

○柴田委員長 

 事務局、どうぞ。 

○事務局 

 事務局よりご説明いたします。毎年、翌年１月から１年間にかかる事務経費につきまし

て予算を立てまして、秋頃、１０月から１１月頃に厚生労働省および保険者の皆様方に翌

年の１年間にかかる経費について予算のご説明をさせていただいてございます。その予算

の結果につきましては毎年、運営委員会や評価機構の産科医療補償制度では理事会などで

ご説明をさせていただいていると。また、運営委員会におきましては毎年、産科医療補償

制度の運営委員会におきまして決算の報告をさせていただいていると、こういう流れで事

務経費の予算、決算についての報告をさせていただいていると、こういう流れで運営がさ

れてございます。 

○柴田委員長 

 ということですが池田委員、よろしいですか。 

○池田委員 
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 ありがとうございます。いずれにしましても事業運営につきましては透明性の確保とい

うことが大変重要かと思いますので、剰余金の管理・運用の欄に事業運営の透明性の確保

という表現、出てきておりますけれども、事業全体の透明性の確保について、ぜひお願い

できればと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

○柴田委員長 

 ありがとうございました。その他、ご意見ございますか。木村委員、お願いいたします。 

○木村委員 

 すみません、木村でございます。これは本筋ではないんですけれども、今回の例えば１

４ページの給付金、給付にかかる事務経費等というところにも、もうずっと剰余金という

言葉で、この制度の取りあえず使っていないお金というものが書かれております。これは

一般の方は私ども、医師もそうですけれども、こういう経済に詳しくない人間にとりまし

ては何となく機構がいっぱいお金を持っておられて、何か余っていて、どうしようかと思

っているという、そんなイメージにとられてしまうリスクがあると思うんですね。 

 ただ、これは先ほどおっしゃっておられましたように、次の妊婦への掛金に充当すると

いう、きちっとした目的があるわけですから目的積立金なはずです。ですので、ここの名

前をどこかで変えておかないと、何かそういうイメージが医師の中でもありまして、こん

だけ剰余金があるんだから、これに使えよ、みたいな意見がいっぱい出てくるわけです。 

 ですので、その辺りは、今すぐではなくてもいいんですが将来的にその名前を考えられ

たほうが、今回の騒ぎもそうですけども、そういうイメージを一般の方々が持っているの

じゃないかという懸念を持ちました。 

 以上であります。 

○柴田委員長 

 ありがとうございました。あと、周知に関する基本的な考え方で、先ほどもご議論があ

りましたから、いくつかご意見いただいていると思いますが、議論するのは今日初めてな

ので、もし先ほどの議論に加えまして、こんなアイデアがあるんじゃないかとかいうのが

あればご指摘をいただければと思いますが、どうでしょうか。 

○勝村委員 

 よろしいでしょうか、勝村です。ありがとうございます。先ほどもお話ししたんですけ

ども、ここに書かれている通り、非常にイレギュラーで色々な想定をかなり網羅的に検討

していただいているとは思うんですけれども、さらに個別の色々な事例が出てくる可能性
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があると思いますので、僕はぜひ、先ほども言いましたコールセンターみたいなもの、設

置していただいて、産科医療補償制度はコールセンターの番号がホームページに今もある

と思うんです。 

 当初、保護者の側が医療機関に行って、何かそこの間で何らかのコミュニケーションが

うまくいかない場合、お互い、そういうときにここのコールセンターに電話をしたら、う

まく間に入って整理をしてもらって、分娩機関でこんなの無理だって言ってしまうところ

を、取りあえず出してもらったら審査をするからという形でまとめていただいたというこ

となんかも、制度への信頼という意味では非常に大事だったと思っていますので、特に当

初、この産科医療補償制度のコールセンターがそのまま、この制度で使えるのかどうかと

いうことも、どういう整理なのかも分かりませんし、これに特化したコールセンターみた

いなのも置いてもらう中で、より色々な想定を超えるような状況とかもあるかと思います

ので、丁寧に対応していただけたらと改めてお願いしたいんですが。 

 そういうコールセンター的な、何か準備とかは、イメージはもうできているんでしょう

か。 

○柴田委員長 

 事務局、どうですか。 

○事務局 

 事務局よりご説明をさせていただきます。具体的にまだコールセンターや照会、そうい

った体制についての具体的な検討はまだ進んでいないと、こういう現状にございますが、

今、勝村委員がおっしゃっていただいた通り、制度開始時におきましては制度の周知や問

い合わせ、そういったことが想定されますので、そういったコールセンターなど、すぐに

お問合せをいただいて確認ができるような窓口の設置などを検討してまいりたいと思いま

す。 

○柴田委員長 

 今、事務局から説明ありましたので、またきっとしっかり頭に入れて、どういうふうに

するか考えると思いますのでよろしくお願いいたします。 

 その他、ございますか。１４）負担軽減措置の考え方のところは、こういうふうに整理

されておりますけれども、特にご意見ありませんか。 

 特にご発言ないようですから、ここにありますように今日、今、この場の議題というの

は１０）から１７）までの項目についてご議論いただくということで見ていただきました
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けれども、これ以上、もしご意見がなければ、この場ではここで事務局が整理した形で進

めたいと。それから報告書を書くに当たっては色々ご意見もいただきましたので、その辺

も考慮に入れて整理をしたいと考えております。 

 それから最後に、今後の議論の進め方というところで事務局から説明をお願いしたいと

思います。 

○事務局 

 それでは議事次第の１６ページ、最後のページでございますけれどもご覧いただければ

と思います。今後の議論の進め方についてでございます。これまでの検討委員会でのご議

論、関係者のヒアリング、ワーキンググループでの報告書、検討結果、本日の検討結果を

踏まえまして、第５回目におきましては具体的な剰余金から、この事業の規模の財源に関

する議論、また、この検討委員会の報告書、実施要綱案について取りまとめをお願いした

いと思ってございます。開催でございますが７月１６日に予定をしてございます。 

 事務局からの説明は以上でございます。 

○柴田委員長 

 ありがとうございました。今後の進め方について今、事務局から説明ございましたけれ

ども、ご意見ありますか。よろしいですかね。それじゃ、再来週の火曜日ですけれども、

財源に関する議論を一つやるというのと、それから報告書や実施要綱案の取りまとめにつ

いて議論するということです。 

 それでは、あと、その他ございませんか。この際ということで。もしなければ、ここで

もう今日は全ての議事が終了しましたので終わりたいと思いますけれども、よろしいです

か。 

 今日の事業設計検討委員会はこれで終わりにしたいと思います。事務局から連絡事項が

あればお願いいたします。 

○事務局 

 本日は特にございません。そうですね。再来週の７月１６日でございます。 

○柴田委員長 

 それでは、これをもちまして特別給付事業の事業設計検討委員会、終了したいと思いま

す。暑い中、本当にありがとうございました。それから、Ｗｅｂで参加の方もお忙しいと

ころ、ありがとうございました。 
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―― 了 ―― 


